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三重県警察の警察点検に関する訓令

（趣旨）

第１条 この訓令は、警察点検規範（昭和２９年警察庁訓令第１２号。以下「規範」という ）。

の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

（通常点検の実施回数）

第２条 規範第６条の警察署以外の部署における通常点検の回数は、月１回以上とする。

（女性警察官の手錠収納箇所）

第３条 規範第７条第２項第３号の女性警察官の手錠収納箇所は、ショルダーバックとする。

（特別点検の実施回数）

第４条 規範第１４条第１項の特別点検の回数は、原則として月１回以上とする。

（物品点検の実施回数）

第５条 規範第２１条の物品点検の回数は、年２回以上とする。

附 則

この訓令は、平成１４年１０月１日から施行する。

Ｇ ０ １ ０ ４項 目 コ ー ド
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